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１【提出理由】 

  平成２５年６月２７日開催の当社第５１回定時株主総会において決議事項が決議さ

れましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第 19 条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。 

 

２【報告内容】 

（１）当該株主総会が開催された年月日  平成 25 年 6 月 27 日 

（２）当該決議事項の内容 

第 1 号議案 取締役１６名選任の件 

 取締役として、小松安弘、佐藤守正、下田正輝、笹部太一郎、池上功、 

 金子誠、髙西智樹、土利川泰彦、安田和之、高橋正伸、 

永井信幸、岡恒治、江崎義隆、髙橋稔、佐藤修、末吉竹二郎を選任する。 

第２号議案 監査役１名選任の件 

監査役として、瀧崎俊男を選任する。 

第３号議案  退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 

             退任監査役小林敏朗に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体

的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役在任期間分については

取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に一任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、

当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 

決議事項 賛成 反対 棄権 
決議の結果 

賛成比率 可否 
第 1 号議案           
小 松 安 弘 178,164 個 5,700 個 37 個 94.02％ 可決 
佐 藤 守 正 181,369   2,495        37  95.71 可決 
下 田 正 輝 180,797  3,067        37  95.41 可決 
笹部太一郎 180,797 3,067        37  95.41 可決 
池 上  功 180,797  3,067        37  95.41 可決 
金 子  誠 180,796  3,068        37  95.41 可決 
髙 西 智 樹 180,971 2,893        37  95.50 可決 
土利川泰彦 180,971 2,893        37  95.50 可決 
安 田 和 之 180,971  2,893        37  95.50 可決 
高 橋 正 伸 180,971  2,893        37  95.50 可決 
永 井 信 幸 180,971  2,893        37  95.50 可決 
岡  恒 治 180,971  2,893        37  95.50 可決 
江 崎 義 隆 180,970 2,894        37  95.50 可決 
髙 橋  稔 180,971 2,893        37  95.50 可決 
佐 藤  修 180,971  2,893        37  95.50 可決 
末吉竹二郎 174,117   9,752        32  91.88 可決 

第２号議案 
瀧 崎 俊 男 179,985 個  3,884 個 32 個 94.98％ 可決 

第３号議案 
 139,136 個 43,374 個 1,391 個 73.42% 可決 

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 

    第 1 号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3

分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

        第３号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

 

   （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

ものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って

決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の

確認ができていない議決権の一部を集計しておりません。 

                                                              以 上 


